
被災者健康・生活支援総合交付金交付要綱（文部科学省）

平成２７年４月９日

文部科学大臣決定

（通則）

第１条 被災者健康・生活支援総合交付金のうち文部科学省所管事業に係るもの（以

下「交付金」という ）の交付に関しては、予算の範囲内において交付するものと。

し、被災者健康・生活支援総合交付金実施要綱（平成２７年４月９日付復本第５７

２号・２７文科ス第７１号・厚生労働省発雇児０４０９第３号・厚生労働省発社援

０４０９第１１号。以下「実施要綱」という 、補助金等に係る予算の執行の適正。）

化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という 、補助金。）

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以

下「適正化法施行令」という ）及びその他の法令のほか、この交付要綱の定める。

ところによる。

（交付の目的）

第２条 この交付金は、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住

民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法

律（平成２４年６月２７日法律第４８号）第８条の規定を踏まえ、福島県内の子供

を対象として、学校等や社会教育関係団体が実施する自然体験活動等や県外の子供

たちとの交流活動に資することを目的とする。

（交付の対象及び交付金の額）

第３条 文部科学大臣（以下「大臣」という ）は、実施要綱第８により内閣総理大。

臣から移し替えられた交付金について、実施要綱第７により福島県に通知された交

付可能額の範囲で、福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業を

福島県が実施するために必要な経費を交付する。

２ 対象となる事業（以下「対象事業」という ）内容並びに事業に係る経費（以下。

「対象事業経費」という ）は、別記に定めるところによる。。

３ 交付金の額は、対象事業経費の合計金額の内、９／１０を上限とする。

（事前着手）

第４条 実施要綱第１１の２の規定による交付決定前の着手の承認は、様式１により

通知するものとする。

（交付申請）

第５条 福島県は、実施要綱第７の規定による交付可能額の通知の際に示された期日

までに、様式２による交付申請書を内閣総理大臣を経由して大臣に提出しなければ



ならない。

（交付決定等）

第６条 大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合には、書類を審査

の上、交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、様式３による交付

決定通知書を内閣総理大臣を経由して福島県に送付するものとする。

２ 大臣は、前項の決定をする場合において、必要に応じ条件を附すことができるも

のとする。

３ 交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、交付申請書が文部科学省に

到達してから３０日とする。

（調査及び報告）

第７条 大臣は必要があると認めるときは、福島県に対し、事業の状況に関する報告

を求め、又はその状況を調査することができる。

（申請の取下げ）

第８条 福島県は、交付決定の内容又はこれに附された条件に対して不服があること

により、交付金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定を受けた日から

２０日以内にその旨を記載した書面を内閣総理大臣を経由して大臣に提出しなけれ

ばならない。

（経費の効率的使用等）

、 、 、第９条 福島県は 事業を遂行するために契約を締結し 又は支払いを行う場合には

国の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果を

あげ得るよう経費の効率的使用に努めなければならない。

（変更等）

第１０条 福島県は、交付決定を受けた後において、対象事業の内容及び経費の配分

を変更しようとするときは、あらかじめ様式４による事業内容変更承認申請書を内

閣総理大臣を経由して大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、

交付決定の額に影響を及ぼすことなく、その変更が目的の達成をより効率的にする

軽微な変更である場合についてはこの限りではない。

２ 大臣は、前項を承認する場合において必要に応じて交付決定の内容を変更し、又

は条件を附すことができるものとする。

（交付決定の取消等）

第１１条 福島県は、事業を中止又は廃止しようとするときは様式５による中止（廃

止）承認申請書を内閣総理大臣を経由して大臣に提出し、その承認を受けなければ

ならない。



２ 大臣は、前項による中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号に掲げる場合

には、第６条に規定する交付決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することが

できる。

(１) 福島県が、適正化法、適正化法施行令、その他の法令若しくは実施要綱及び本

交付要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合

(２) 福島県が、交付金を対象事業以外の用途に使用した場合

(３) 福島県が、事業の実施にあたって不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(４) 交付決定の後生じた事情の変更等により、本交付要綱に基づく事業の全部又は

一部を継続する必要がなくなった場合

３ 大臣は、前項の取消をした場合において、既に当該取消に係る部分に対する交付

金が交付されているときは、期限を附して当該交付金の全額又は一部の返還を命ず

るものとする。

４ 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る交付金の受領の日から納

付の日までの期間に応じて、年利１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を併

せて命ずるものとする。ただし、第２項第４号に掲げる場合を除くものとする。

５ 第３項に基づく交付金の返還について、期限内に納付がされない場合は、未納に

係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５％の割合で計算し

た延滞金を徴するものとする。

（実施期間等）

第１２条 福島県は、当該年度の４月１日から翌年の３月３１日までの間に本交付要

綱に基づく事業を実施するものとする。

２ 福島県は、事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は

事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式６による事業遅延届を内

閣総理大臣を経由して大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

（実績報告）

第１３条 福島県は、本交付要綱に基づく事業が完了したとき（第１１条に規定する

中止・廃止の承認を受けたときを含む ）は、その日から３０日を経過した日又は。

翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに様式７による実績報告書を大臣に提出

しなければならない。

２ 前項の場合において、実績報告書の提出期限について大臣の別段の承認を受けた

ときは、その期間によることができる。

（交付金の額の確定）

第１４条 大臣は、前条第１項の報告を受けた場合には、実績報告書その他の書類の

審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の実施結果が交付金

の交付決定の内容（第１０条に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及



びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、

様式８による確定通知書により内閣総理大臣を経由して福島県に通知するものとす

る。

２ 大臣は、福島県に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を

超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずる。

３ 前項の交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内

に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年

利１０．９５％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

（交付金の支払）

第１５条 交付金は、前条第１項の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に

支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、交付金の全部又は一

部について概算払することができる。

２ 福島県は、前項の規定により交付金の支払を受けようとするときは、様式９によ

る支払（精算・概算）請求書を大臣に提出しなければならない。

（交付金の経理）

第１６条 福島県は、本交付要綱に基づく事業についての収支簿を備え、他の経理と

区分して事業の収入額及び支出額を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなけ

ればならない。

２ 福島県は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の

収支簿とともに事業の完了、あるいは中止又は廃止の日の属する年度の翌年度から

１０年間保存しなければならない。

（交付金調書）

第１７条 福島県は、当該事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科

目及び科目別計上金額を明らかにする様式１０による交付金調書を作成しておかな

ければならない。

（間接補助の際附すべき条件）

、 、第１８条 福島県は 別記の１に掲げる間接補助事業者に補助金を交付するときには

本交付要綱第５条から第１５条の規定に準ずる条件を附さなければならない。

（その他）

第１９条 前条までに定めるもののほか、交付金の取扱いに関し必要な事項は別に定

める。

附 則

この要綱は、平成２７年４月９日から施行し、平成２７年４月１日から適用

する。



記（第３条関係）別

学校等体験活動支援事業

１ 間接補助事業者

間接補助事業者は、福島県内の市町村、学校法人及び旅行業法（昭和２７年

） 、７月１８日法律第２３９号 第３条に基づく登録をしている旅行業者等のうち

福島県内に営業所を持つ旅行業者等で本交付要綱第２条を十分に理解している

者とする。

２ 事業参加者

事業参加者は、福島県内の幼稚園・保育所（認可外保育施設を含む。以下同

じ 、小・中学校及び特別支援学校幼稚部・小学部・中学部の学年を単位とし。）

た幼児、児童生徒及びその引率者等とする。

ただし、小・中学校に置かれる特別支援学級は、１つの学年と同様とみなす

ことができる。

３ 対象事業の実施期間

当該年度の４月１日から翌年の３月３１日までとし、実施期間の終了日には

事業が完了していなければならない。

なお、本事業への参加は、１学年１回までとする。

４ 対象事業の内容

（１）小・中学校、特別支援学校小学部・中学部

① 宿泊を伴うものを対象とする。

② 各教科、特別活動等教育課程の中で実施するものに限る。

③ 自然体験活動等の体験活動又は地域間の交流を中心とするものとす

る。

④ 実施場所は、福島県内又は福島県外（ただし、日本国内に限る。以下

同じ ）とする。ただし、福島県外の場合は、おおむね連続１週間以上。

の宿泊を目途として、福島県が適当と認めた場合とする。

（２）幼稚園・保育所、特別支援学校幼稚部

① 日帰り及び宿泊を伴うものを対象とする。

② 年間計画に位置付けられている行事等を実施するものに限る。

③ 自然体験活動等の体験活動又は地域間の交流を中心とするものとす

る。

④ 実施場所は、福島県内又は福島県外とする。ただし、福島県外の場合

は、福島県が適当と認めた場合とする。



５ 対象事業経費

対象事業に係る費用は、間接補助事業者が負担し、その範囲において、以下

の基準により、福島県が補助する。

（１）宿泊費

５千円を上限とし、上限額未満の場合は、実際に支出し１人当たり１泊

た額を補助対象経費とする。

（２）活動費・交通費

活動日数に１人当たり２千円を乗じた合計金額を上限とし、上限額未満

の場合は、実際に支出した額を補助対象経費とする。

ただし、食材費、教材等の備品の購入に係る費用は認めない。

（３）一般管理費

間接補助事業者（市町村及び学校法人は除く ）が事業計画の作成に当。

たり要した経費の内 （１）と（２）を合計した額の１／１０（１円未満、

切捨て）を上限とする。



記（第３条関係）別

社会教育関係団体体験活動支援事業

１ 間接補助事業者

間接補助事業者は、福島県内の市町村及び旅行業法（昭和２７年７月１８日

法律第２３９号）第３条に基づく登録をしている旅行業者等のうち、福島県内

に営業所を持つ旅行業者等で本交付要綱第２条を十分に理解している者とす

る。

２ 事業参加者

事業参加者は、福島県内に在住する者で、子供たちの健全育成を目的として

いる福島県内のＰＴＡ、スポーツ少年団及び子ども会等の社会教育関係団体に

所属する１歳以上の幼児、小・中学校、特別支援学校小学部・中学部の児童生

徒及びその引率者等とする。

３ 対象事業の実施期間

当該年度の４月１日から翌年３月３１日までとし、実施期間の終了日には事

業が完了していなければならない。

なお、各団体の活動の内、補助の対象となる事業は、各年度につき１回とす

る。

４ 対象事業の内容

（１）夏休みや冬休みなどを利用したおおむね連続１週間以上の宿泊を伴うも

のを対象とする。

（２）自然体験または地域間の交流を中心とするものとする。

（３）実施場所は、福島県内又は福島県外（ただし、日本国内に限る。以下同

じ ）とする。ただし、福島県外の場合は、福島県が適当と認めた場合とす。

る。

５ 対象事業経費

対象事業に係る費用は、間接補助事業者が負担し、その範囲において、以下

の基準により、福島県が補助する。

（１）宿泊費

１ ５千円を上限とし、上限額未満の場合は、実際に支出し人当たり１泊

た額を補助対象経費とする。

（２）活動費・交通費

活動日数に１人当たり２千円を乗じた額を上限とし、上限額未満の場合

は、実際に支出した額を補助対象経費とする。



ただし、食材費、教材等の備品の購入に係る費用は認めない。

（３）一般管理費

間接補助事業者（市町村は除く ）が事業計画の作成に当たり要した経。

費の内 （１）と（２）を合計した額の１／１０（１円未満切捨て）を上、

限とする。



 
 

 
 

  
 
 

 

 



 



別表１（様式２関係）

小・中学校自
然体験・交流
活動等支援事
業

0 0 0

幼稚園・保育
所自然体験活
動等支援事業

0 0 0

0 0 0

0 0 【Ａ】 0合計

社会教育関係団体体験活動支
援事業

学校等体験活
動支援事業

福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業費補助金支出見込額総括表

補助対象経費の額
（円）

参加予定者数
（人）

実施予定学校等数
（校、園・所、団体）

項目

交付金交付申請額
（【Ａ】に９/１０を乗じた額）



別表２－1（様式２関係）

～

摘　　要
人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

3 一般管理費 0 宿泊費、活動費・交通費合計の10%以内 円 × ＝ 円

0

0

学校等体験活動支援事業（小・中学校自然体験・交流活動等支援事業）支出見込額明細表

【着手予定日～完了予定日】 実施予定学校数 参加予定者数

0 １０％ 0

経費区分
金　額
（円）

支出内訳

1 宿泊費 0

0
0
0
0
0
0
0

2 活動費・交通費 0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

補助対象経費の額（円）



別表２－２（様式２関係）

～

摘　　要
人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

3 一般管理費 0 宿泊費、活動費・交通費合計の10%以内 円 × ＝ 円

0

0

学校等体験活動支援事業（幼稚園・保育所自然体験活動等支援事業）支出見込額明細表

【着手予定日～完了予定日】 実施予定園・所数 参加予定者数

0 １０％ 0

経費区分
金　額
（円）

支出内訳

1 宿泊費 0

0
0
0
0
0
0
0

2 活動費・交通費 0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

補助対象経費の額（円）



別表２－３（様式２関係）

～

摘　　要
人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

3 一般管理費 0 宿泊費、活動費・交通費合計の10%以内 円 × ＝ 円

0

0

社会教育関係団体体験活動支援事業支出見込額明細表

経費区分
金　額
（円）

支出内訳

2 活動費・交通費 0

0
0
0
0
0

1 宿泊費 0

0
0

0

0
0

補助対象経費の額（円）

１０％0 0

【着手予定日～完了予定日】 実施予定団体数 参加予定者数

0
0
0
0
0

0
0



 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



別表１（様式４関係）

小・中学校自
然体験・交流
活動等支援事
業

0 0 0

幼稚園・保育
所自然体験活
動等支援事業

0 0 0

0 0 0

0 0 【Ａ】 0合計

社会教育関係団体体験活動支
援事業

学校等体験活
動支援事業

福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業費補助金支出見込額総括表

補助対象経費の額
（円）

参加予定者数
（人）

実施予定学校等数
（校、園・所、団体）

項目

交付金交付申請額
（【Ａ】に９/１０を乗じた額）



別表２－1（様式４関係）

～

摘　　要
人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

3 一般管理費 0 宿泊費、活動費・交通費合計の10%以内 円 × ＝ 円

0

0

学校等体験活動支援事業（小・中学校自然体験・交流活動等支援事業）支出見込額明細表

【着手予定日～完了予定日】 実施予定学校数 参加予定者数

0 １０％ 0

経費区分
金　額
（円）

支出内訳

1 宿泊費 0

0
0
0
0
0
0
0

2 活動費・交通費 0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

補助対象経費の額（円）



別表２－２（様式４関係）

～

摘　　要
人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

3 一般管理費 0 宿泊費、活動費・交通費合計の10%以内 円 × ＝ 円

0

0

学校等体験活動支援事業（幼稚園・保育所自然体験活動等支援事業）支出見込額明細表

【着手予定日～完了予定日】 実施予定園・所数 参加予定者数

0 １０％ 0

経費区分
金　額
（円）

支出内訳

1 宿泊費 0

0
0
0
0
0
0
0

2 活動費・交通費 0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

補助対象経費の額（円）



別表２－３（様式４関係）

～

摘　　要
人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

人 × 回 × 円 ＝ 円

3 一般管理費 0 宿泊費、活動費・交通費合計の10%以内 円 × ＝ 円

0

0

社会教育関係団体体験活動支援事業支出見込額明細表

経費区分
金　額
（円）

支出内訳

2 活動費・交通費 0

0
0
0
0
0

1 宿泊費 0

0
0

0

0
0

補助対象経費の額（円）

１０％0 0

【着手予定日～完了予定日】 実施予定団体数 参加予定者数

0
0
0
0
0

0
0



様式５（第１１条関係） 

 
文 書 番 号 
平成  年  月  日 

 
 
  文部科学大臣  殿 
 
 

福島県知事 ○ ○  ○ ○  印 
 

 
被災者健康・生活支援総合交付金の中止（廃止）承認申請について 
 
 

 平成  年  月  日付け  第  号で交付決定を受けた標記の交付金に係る

事業について、次のとおり事業を中止（廃止）したいので、関係書類を添えて申請しま

す。 
 

 

記 

１ 交付金交付決定額          金         円 

 

２ 支出済額              金         円 

 

３ 今後支出予定額           金         円 

 

４ 未使用額              金         円 

  （うち中止（廃止）による未使用額  金         円） 

 

 

５ 事業中止（廃止）の年月日及びその理由 

 

 

６ 事業中止（廃止）の後に講ずる措置 

 
 
 
 
 



様式６（第１２条関係） 

 
文 書 番 号 
平成  年  月  日 

 
 
  文部科学大臣  殿 
 
 

福島県知事 ○ ○  ○ ○  印 
 

 
被災者健康・生活支援総合交付金の事業遅延について 

 
 

 平成  年  月  日付け  第  号で交付決定を受けた標記の交付金に係る

事業について、次のとおり遅延が見込まれるので、関係書類を添えて報告します。 
 
 

記 
 
１ 交付金交付決定額 金          円 
 
 
 
２ 遅延理由 
 
 
 
３ 遅延に対して講じた措置 
 
 
 
４ その他 

 
 
 
 
 （注）予定期間内の完了又は事業の遂行が困難となった場合において、その原因等に

ついて簡潔に記載するとともに、関係書類等を添付する。 



様式７（第１３条関係） 

 
文 書 番 号 
平成  年  月  日 

 
 

  文部科学大臣  殿 
 
 

福島県知事 ○ ○  ○ ○  印 
 
 

被災者健康・生活支援総合交付金の実績報告について 
 
 

平成  年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた標記の交付金に係

る事業について、次のとおり完了したので、関係書類を添えて報告します。 
 

記 
 
１ 交付金報告額     金              円 
 
２ 福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業支出額総括表 

  別表１（様式７関係） 

３ 学校等体験活動支援事業（小・中学校自然体験・交流活動等支援事業）実績表【県内】 

  別表２－１Ａ（様式７関係） 

４ 学校等体験活動支援事業（小・中学校自然体験・交流活動等支援事業）実績表【県外】 

  別表２－１Ｂ（様式７関係） 

５ 学校等体験活動支援事業（幼稚園・保育所自然体験活動等支援事業）実績表【県内】 

  別表２－２Ａ（様式７関係） 

６ 学校等体験活動支援事業（幼稚園・保育所自然体験活動等支援事業）実績表【県外】 

  別表２－２Ｂ（様式７関係） 

７ 社会教育関係団体体験活動支援事業実績表【県内】 別表２－３Ａ（様式７関係） 

８ 社会教育関係団体体験活動支援事業実績表【県外】 別表２－３Ｂ（様式７関係） 

９ 学校等体験活動支援事業（小・中学校自然体験・交流活動等支援事業） 

支出額明細表別表３－１（様式７関係） 

10 学校等体験活動支援事業（幼稚園・保育所自然体験活動等支援事業）支出額明細表 

別表３－２（様式７関係） 

11 社会教育関係団体体験活動支援事業支出額明細表 別表３－３（様式７関係） 

 



別表１（様式７関係）

県内

県外

小計 0 0 0

県内

県外

小計 0 0 0

県内

県外

小計 0 0 0

0 0 【Ａ】

交付対象経費の額の合計に9/10を乗じた額【Ｂ】（【Ａ】×9/10） 円

交付金交付決定額【Ｃ】 円

交付金報告額（【Ｂ】と【Ｃ】を比較し安価な額） 円

福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業支出額総括表

項目

合計

実参加者数
（人）

実施学校等数
（校、園・所、団体）

補助対象経費の額
（円）

参加者負担額等の合計
（円）

0

0

小・中学校自然体
験・交流活動等支
援事業

幼稚園・保育所自
然体験活動等支援
事業

学校等体験活動
支援事業

社会教育関係団体体験活動支援事業

0

0



別表２－１Ａ（様式７関係）

（単位：円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0 0 0合計

学校等体験活動支援事業（小・中学校自然体験・交流活動等支援事業）実績表【県内】

実施学校数
（校）

学校名
実参加者数
（人）

補助対象経費の額 参加者負担額等の合計



別表２－１Ｂ（様式７関係）

（単位：円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0 0 0合計

学校等体験活動支援事業（小・中学校自然体験・交流活動等支援事業）実績表【県外】

実施学校数
（校）

学校名
実参加者数
（人）

補助対象経費の額 参加者負担額等の合計



別表２－２Ａ（様式７関係）

（単位：円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0 0 0合計

学校等体験活動支援事業（幼稚園・保育所自然体験活動等支援事業）実績表【県内】

実施園・所数
（園・所）

園・所名
実参加者数
（人）

補助対象経費の額 参加者負担額等の合計



別表２－２Ｂ（様式７関係）

（単位：円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0 0 0合計

学校等体験活動支援事業（幼稚園・保育所自然体験活動等支援事業）実績表【県外】

実施園・所数
（園・所）

園・所名
実参加者数
（人）

補助対象経費の額 参加者負担額等の合計



別表２－３Ａ（様式７関係）

（単位：円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0 0 0合計

社会教育関係団体体験活動支援事業実績表【県内】

実施団体数
（団体）

団体名
実参加者数
（人）

補助対象経費の額 参加者負担額等の合計



別表２－３Ｂ（様式７関係）

（単位：円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0 0 0合計

社会教育関係団体体験活動支援事業実績表【県外】

実施団体数
（団体）

団体名
実参加者数
（人）

補助対象経費の額 参加者負担額等の合計



別表３－１（様式７関係）

（うち引率者数） 人

摘　　要
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円

3 一般管理費 宿泊費、活動費・交通費合計の10%以内 円 × ＝ 0 円 1円未満切り捨て

備考
（参加者負担額等（円））

1 宿泊費 0

学校等体験活動支援事業（小・中学校自然体験・交流活動等支援事業）支出額明細表

【着手日～完了日】 ～
学校名 　
実参加者数 0

１０％

人

経費区分
金額
（円）

支出内訳

2 活動費・交通費 0

0 0

参加者負担額等の合計（円） 0

支出合計額（円） 0

補助対象経費の額（円） 0



別表３－２（様式７関係）

（うち引率者数） 人

摘　　要
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円

3 一般管理費 宿泊費、活動費・交通費合計の10%以内 円 × ＝ 0 円 1円未満切り捨て

備考
（参加者負担額等（円））

1 宿泊費 0

学校等体験活動支援事業（幼稚園・保育所自然体験活動等支援事業）支出額明細表

【着手日～完了日】 ～
園・所名 　
実参加者数 0

１０％

人

経費区分
金額
（円）

支出内訳

2 活動費・交通費 0

0 0

参加者負担額等の合計（円） 0

支出合計額（円） 0

補助対象経費の額（円） 0



別表３－３（様式７関係）

（うち引率者数） 人

摘　　要
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円
人 × 回 × 円 ＝ 0 円

3 一般管理費 宿泊費、活動費・交通費合計の10%以内 円 × ＝ 0 円 1円未満切り捨て

社会教育関係団体体験活動支援事業支出額明細表

団体名 　【着手日～完了日】 ～
実参加者数 0 人

備考
（参加者負担額等（円））

2 活動費・交通費

1 宿泊費

経費区分 支出内訳
金額
（円）

0

0

0 １０％

補助対象経費の額（円）

支出合計額（円） 0

0

0

参加者負担額等の合計（円） 0



様式８（第１４条関係） 

 
文 書 番 号 
平成  年  月  日 

 
 

  福島県知事  ○ ○  ○ ○ 殿 
 
 

文部科学大臣 印 
 

 
被災者健康・生活支援総合交付金の確定について（通知） 

 
 

 標記の交付金について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０

年法律第１７９号）第１５条及び被災者健康・生活支援総合交付金交付要綱第１４条第

１項の規定に基づき、下記のとおり確定したので通知します。 
 
 

記 
 

確 定 額   金          円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式９（第１５条関係） 

 

文 書 番 号 

平成  年  月  日 

 

 

  官署支出官 

文部科学省大臣官房会計課長 

 

 

福島県知事 ○ ○  ○ ○  印 

 

 

被災者健康・生活支援総合交付金支払（精算・概算）請求書 

 
 
 平成  年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた標記の交付金につ

いて、被災者健康・生活支援総合交付金交付要綱第１５条の規定に基づき、下記のとお

り請求します。 
 
 

記 
 
 
 １ （精算・概算）払請求金額   金              円 
                                      
 
２ 請求金額の算出内訳 
                                    
 
３ 必要とする理由 

                                     
 
（注）請求金額の算出内訳及び必要とする理由は、概算払請求する場合に限る。 



様式１０（第１７条関係） 

 

平成  年度被災者健康・生活支援総合交付金調書 

 

（注）１ 「歳入科目」の欄の目・節及び「歳出科目」の欄の項・目・節は、福島県の予算書及び決算における当該交付金の計上科目 

を記入すること。 

   ２ 当該交付金に係る「額の確定」を受けたときは、備考欄に確定額を記入すること

国 福島県  

歳出予算

科  目 

交付の

決定額 

補助

率 

歳入 歳出 

科  目 予 算 

現 額 

収 入 

済 額 

科  目 予 算 

現 額 

うち国庫補助

金相当額 

支 出 

済 額 

うち国庫補

助金相当額 
 

 

（項） 

○○○ 

 

（目） 

○○○ 

円   

（款） 

 

（項） 

 

（目） 

 

（節） 

円 

 

 

 

 

 

 

 

当初予

算額 

 

円  

（款） 

 

（項） 

 

（目） 

 

（節） 

円 

 

 

 

 

 

当 初 予 算

額 

 

 

追 加 更 正

予算額 

円 円 円  


